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衆議院における附帯決議（平成27年６月３日衆・内閣委員会） 

政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を

講ずるべきである。 

一 女性の職業生活における活躍の推進には、男女の別を問わず、家庭生活における活

動について自らの役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うことが重要で

あることに鑑み、そのために必要な環境の整備を行うこと。 

二 女性の輝く社会の実現において、男女間賃金格差の是正に向けた取組が重要である

ことから、女性がその職業生活において、意欲をもって能力を伸長・発揮できる環境を

整備するため、男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使により賃金格差の是

正に向けた検討を行うこと。また、一般事業主行動計画を策定するに当たっては、「男

女の賃金の差異」を省令によって状況把握の任意項目に加えることについて検討する

こと。 

三 非正規労働者の七割、かつ雇用者全体の四分の一を非正規労働者の女性が占めてい

ることに鑑み、その待遇改善のために、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法

律第九条のガイドラインを策定することを速やかに検討するものとすること。 

四 女性の活躍を一層推進する観点から、積極的改善措置について、その実施状況を確

認し、必要な措置を講ずるものとすること。 

五 一般事業主行動計画の策定に当たって、男女の育児休業取得割合、男女間の賃金格

差、自ら使用する労働者に占める正規労働者の割合及び自ら使用する女性労働者に占

める正規女性労働者の割合等について、省令によって状況把握の任意項目に加えるこ

とについて検討すること。 

六 一般事業主行動計画の策定又は変更に当たっては、労使の対話等により労働者のニ

ーズを的確に把握するよう、行動計画策定指針において示すこと。 

七 一般事業主による事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表を促進すること。 

八 特定事業主行動計画の策定に当たって、男女の育児休業取得割合、男女間の給与格
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差、任用する職員に占める正規職員の割合及び任用する女性職員に占める正規職員の

割合等について、内閣府令によって状況把握の任意項目に加えることについて検討す

ること。 

 

九 公務員の臨時・非常勤職員においても、女性が多数を占めることに鑑み、すべての女

性の活躍を促進する観点からも、臨時・非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容

に応じた任用・勤務条件が確保できるよう引き続き配慮すること。 

 

十 協議会を組織する関係機関は、必要に応じ、協議会に男女共同参画センター、労働組

合、教育訓練機関その他の女性労働者に対し支援を行う団体も構成員として加えるよ

う検討すること。 

 

十一 協議会に学識経験者を加えるに当たっては、その構成員の男女比が特段の理由な

く大きく偏ることのないよう配慮すること。 

 

十二 固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が活躍しやすい環境となるよう、本法

の施行後三年の見直しに併せて、男女雇用機会均等法の改正について検討を進めるも

のとすること。 

 

十三 本法の施行に当たっては、その実効性を確保するため、労働者又は企業からの相

談等に迅速かつ的確に対応できる体制の強化を図るものとすること。 

 

十四 社会における女性の活躍は目覚ましいことから、本法の施行後三年の見直しにつ

いて、積極的に検討を行うこと。 

 




